
今月の
テーマ

お
知

ら

市役所の代表電話

☎0987-
72-1111

INF
ORMATION

せ

検
査
機
関
な
ど
の
認
定
書
ま
た
は

証
明
書
な
ど
を
添
付
し
て
申
告
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

固
定
資
産
土
地
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

● 

期
間
＝
４
月
１
日
（
金
）
か
ら

５
月
31
日
（
火
）（
土
、
日
、
祝

日
な
ど
閉
庁
日
を
除
く
）

● 

縦
覧
場
所
＝
串
間
市
役
所
税
務

課
（
各
支
所
管
内
の
固
定
資
産

は
支
所
で
も
可
）

※ 

縦
覧
で
き
る
方
は
固
定
資
産
税

（
土
地
・
家
屋
）納
税
者
お
よ
び 

委
任
を
受
け
た
代
理
人
で
す
。

● 

問
い
合
わ
せ
先
＝
税
務
課

　

☎
内
線
２
１
２
・
２
１
３

障
害
者
手
帳
所
持
者 

串
間
温
泉
い
こ
い
の
里
利
用
料 

助
成
額
等
改
定
の
お
知
ら
せ

　

障
害
者
手
帳
所
持
者
で
福
祉
事

務
所
に
お
い
て
串
間
温
泉
い
こ
い

の
里
の
利
用
料
金
の
助
成
手
続
き

を
さ
れ
、「
串
間
温
泉
い
こ
い
の

里
利
用
者
カ
ー
ド
」
の
交
付
を
受

け
た
方
は
、
利
用
料
金
か
ら
助
成

金
の
額
を
差
し
引
い
た
額
で
温
泉

を
利
用
で
き
ま
す
。

　

４
月
１
日
か
ら
次
の
と
お
り
、

助
成
額
等
を
改
定
い
た
し
ま
す
。

● 

助
成
額
＝
一
人
１
回
に
つ
き
１ 

０ 

０
円
か
ら
２
５
０
円
へ

※ 

利
用
料
金
が
２
５
０
円
以
下
の

時
は
、
当
該
利
用
料
金
が
上
限

● 

助
成
上
限
＝
利
用
者
カ
ー
ド
の

有
効
期
限
内
に
36
回
ま
で

● 

問
い
合
わ
せ
先
＝
福
祉
事
務
所

自
立
支
援
係
☎
72

－

０
３
３
３

（
内
線
５
０
２
・
５
０
４
）

春
の
地
域
安
全
運
動

　

４
月
１
日
（
金
）
～
４
月
10
日

（
日
）
は
春
の
地
域
安
全
運
動
期

間
で
す
。
こ
の
季
節
、
さ
ま
ざ
ま

な
行
事
や
花
見
を
は
じ
め
外
出
の

機
会
が
多
く
な
り
、
留
守
宅
を

狙
っ
た
空
き
巣
や
車
上
狙
い
の
ほ

か
、
自
転
車
の
盗
難
も
多
く
発
生

す
る
時
期
で
す
。
ま
た
、
高
齢
者

を
狙
っ
た
特
殊
詐
欺
も
後
を
絶
た

な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
誰
も
が

安
全
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地

域
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

● 

問
い
合
わ
せ
先
＝
串
間
地
区
防

犯
協
会
☎
内
線
３
４
６

自
動
車
事
故
に
よ
る 

被
害
者
の
方
へ

　

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構
で
は
自
動
車
事
故
の
被
害

者
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

● 

交
通
遺
児
等
貸
付
け

　

死
亡
ま
た
は
重
度
の
後
遺
障
害

が
残
っ
た
方
の
お
子
さ
ま
に
対
す

る
育
成
資
金
の
無
利
子
貸
付
け

▽�

貸
付
金
額
＝
は
じ
め
に
一
時
金

15
万
５
千
円
、
貸
付
期
間
中
は

毎
月
２
万
円

▽�

貸
付
期
間
＝
貸
付
決
定
の
月
か

ら
中
学
校
卒
業
の
月
ま
で

▽
利
子
＝
無
利
子

●�

介
護
料
の
支
給

　

事
故
で
重
度
の
後
遺
障
害
が
残

り
、
要
介
護
状
態
で
一
定
の
要
件

に
該
当
す
る
方
へ
の
支
給

▽
最
重
度
特
１
種

　

 

６ 

８
，４
４
０
円
～
１
３
６
，８
８
０
円

▽
常
時
要
介
護
１
種

　

 

５ 

８
，５
７
０
円
～
１
０
８
，０
０
０
円

▽
随
時
要
介
護
２
種

　

 

２ 

９
，２
９
０
円
～
５ 

４
，０
０
０
円

● 

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
交
通
事
故
被
害
者

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

交
通
事
故
被
害
の
相
談
は

　

☎
０
５
７
０

－

０
０
０
７
３
８

● 

問
い
合
わ
せ
先
＝
（
独
）
自
動

車
事
故
対
策
機
構　

宮
崎
支
所

☎
０
９
８
５

－

53

－

５
３
８
５

平
成
28
年
度
第
１
回 

危
険
物
取
扱
者
試
験
の
ご
案
内

● 

試
験
地
＝
宮
崎
市
、
都
城
市
、

延
岡
市
、
日
南
市
、
小
林
市
、

日
向
市

● 

試
験
の
種
類
＝
甲
種
・
乙
種

（
第
１
類
か
ら
第
６
類
ま
で
全

類
）・
丙
種

● 

試
験
日
＝
６
月
19
日
（
日
）

● 

申
請
期
間

▽�

持
参
ま
た
は
郵
送
＝
４
月
11
日

（
月
）
～
４
月
21
日
（
木
）
ま
で

（
消
印
有
効
）

▽�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
＝
４
月
８
日

（
金
）
～
４
月
18
日
（
月
）

● 

そ
の
他
＝
試
験
会
場
や
申
込
方

法
な
ど
、
詳
細
に
つ
い
て
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

問
い
合
わ
せ
先
＝
消
防
本
部
予

防
係
☎
72

－

４
１
５
１
、（
一

財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

宮
崎
県
支
部
☎
０
９
８
５

－

22

－

０
２
３
９

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　

こ
こ
ろ
の
悩
み
や
ス
ト
レ
ス
に

よ
る
疲
れ
、
認
知
症
に
関
す
る
問

題
な
ど
、
こ
こ
ろ
の
健
康
に
関
す

る
こ
と
に
つ
い
て
専
門
医
に
よ
る

個
別
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

● 

日
時
＝
４
月
28
日
（
木
）
午
後

２
時
～
４
時

● 

場
所
＝
日
南
保
健
所
相
談
室

● 

相
談
方
法
＝
専
門
医
に
よ
る
個

別
相
談
（
ご
家
族
や
支
援
者
か

ら
の
相
談
も
可
能
で
す
。）

※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

● 

費
用
＝
無
料

● 

申
込
方
法
＝
相
談
日
前
日
の
午

前
中
ま
で
に
電
話
に
て
申
込

● 

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝
日
南

保
健
所
健
康
づ
く
り
課
☎
23

－

３
１
４
１

無
料
・
日
曜
相
談
所
開
設 

（
遺
言
な
ど
の
法
律
相
談
）

　

左
記
の
と
お
り
、
法
律
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
。
相
談
料
は
無
料

で
す
。
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

● 

日
時
＝
５
月
８
日
（
日
）

※ 

午
前
10
時
～
午
後
４
時

● 

場
所
＝
日
南
公
証
役
場

● 

内
容
＝
遺
言
、
相
続
、
高
齢
者

な
ど
の
財
産
管
理
、
不
動
産
な

ど
の
賃
貸
借
契
約
、
会
社
の
定

款
、
離
婚
時
の
契
約
な
ど

● 

そ
の
他
＝
予
約
制
の
た
め
平
日

に
事
前
の
電
話
予
約
が
必
要

※ 

受
付
時
間
＝
午
前
８
時
半
～
午

後
５
時

● 

問
い
合
わ
せ
先
＝
日
南
公
証
役

場
☎
23

－

５
４
３
０

①�

行
政
相
談
＝
４
月
25
日
（
月
）

午
前
10
時
～
午
後
３
時

　

市
役
所
１
階
Ｂ
会
議
室

②�

法
律
相
談
＝
４
月
18
日
（
月
）

午
後
１
時
～
３
時
（
要
予
約
）

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●�

問
い
合
わ
せ
先

　

①
市
民
生
活
課
生
活
係

　

☎
内
線
２
５
５

　

②
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
72

－

６
９
４
３

無
料
相
談

買い物の際はマイバッグを利用しましょう

４
月
１
日
か
ら
可
燃
ご
み
の 

直
接
搬
入
先･

収
集
日
な
ど
が 

変
更
に
な
り
ま
す

　

４
月
１
日
か
ら
可
燃
ご
み
を
焼

却
施
設
に
直
接
搬
入
す
る
場
合
は
、

日
南
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
搬

入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
各

地
区
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出

さ
れ
た
ご
み
は
今
ま
で
ど
お
り
収

集
い
た
し
ま
す
が
、
各
地
区
の
収

集
ル
ー
ト
、
収
集
日
、
時
間
が
変

更
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
３
月
に

配
布
し
た
「
ご
み
収
集
計
画
一
覧

表
」
な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
直
接
搬
入
方
法
に
つ
い
て

▽�

直
接
搬
入
先
＝
日
南
市
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

▽�

受
入
時
間
＝
年
末
年
始
を
除
く

毎
日
（
午
前
９
時
～
11
時
半
、

午
後
１
時
～
４
時
45
分
）

▽�

料
金
＝
10
㎏
ご
と
30
円
（
10
㎏

未
満
は
切
り
上
げ
。）

● 

４
月
１
日
以
降
の
ご
み
収
集
日

◆
燃
や
せ
る
ご
み

▽�

福
島
地
区
（
上
塩
、
鍜
治
屋
、

大
島
、
西
下
弓
田
、
東
下
弓

田
、
東
金
谷
、
西
金
谷
、
南
金

谷
、
北
金
谷
地
区
を
除
く
）
＝

月
・
木
曜
日

▽�

そ
の
他
の
地
区
＝
火
・
金
曜
日

◆�
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
リ
サ
イ
ク
ル

　

３
月
１
日
発
行
の
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
類
リ
サ
イ
ク
ル
収
集
計
画
一
覧

表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
じ
ん
芥
処
理
場
へ
の
直
接
搬
入

　

焼
却
施
設
の
変
更
に
伴
い
、
４

月
以
降
も
旧
じ
ん
芥
処
理
場
で
一

部
搬
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽�

日
時
＝
毎
月
第
２
・
４
日
曜
日

（
午
前
９
時
～
11
時
半
、
午
後

１
時
～
３
時
）

▽�

対
象
＝
資
源
ご
み
、
市
指
定
袋

に
入
れ
た
可
燃
ご
み
の
み

● 

不
法
投
棄
・
野
外
焼
却
は
絶
対

だ
め
！

　

不
法
投
棄
ま
た
は
野
外
焼
却
を

す
る
と
、
５
年
以
下
の
懲
役
ま
た

は
１
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に

な
る
な
ど
厳
し
い
罰
則
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

● 

問
い
合
わ
せ
先
＝
市
民
生
活
課

生
活
環
境
係
☎
内
線
２
５
２

市
教
育
資
金
の
融
資
に
つ
い
て

　

串
間
市
が
九
州
労
働
金
庫
（
ろ

う
き
ん
）
と
提
携
し
、
低
利
率
で

ご
融
資
い
た
し
ま
す
。

● 

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

・ 

串
間
市
民
で
子
ど
も
の
教
育
資

金
の
必
要
な
方

・ 

子
ど
も
が
、
高
校
、
専
門
学
校
、

短
大
、
大
学
な
ど
へ
入
学
が
決

定
、
ま
た
は
在
学
し
て
い
る
方

・ 

完
済
時
年
齢
が
65
歳
未
満
の
方

・
年
収
９
０
０
万
円
以
下
の
方

・ 

安
定
継
続
し
た
年
収
が
１
５
０ 

万
以
上
の
方

・ 

市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い

方
※ 

融
資
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
労

働
金
庫
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。

● 

融
資
金
額
＝
子
ど
も
１
人
に
つ

き
２
０
０
万
円
以
内

● 
融
資
期
間
＝
10
年
以
内（
最
長

４
年
の
元
金
据
置
期
間
を
含
む
）

● 

金
利
＝
年
利
１
・
３
％
（
固
定

金
利
）
別
途
保
証
金
（
年
０
・

７
％
ま
た
は
年
１
・
２
％
）

● 

保
証
人
＝
保
証
機
関
の
保
証
に

よ
る（
個
人
も
可
能
な
場
合
有
）

● 

ご
用
意
い
た
だ
く
も
の

・ 

在
学
証
明
書
ま
た
は
、
入
学
決

定
を
証
明
で
き
る
も
の

・ 

所
得
証
明
書
、
住
民
票
、
健
康

保
険
証
（
保
証
人
を
含
む
）

・
完
納
証
明
書

・ 

そ
の
他
、
審
査
上
必
要
な
書
類

な
ど
を
ご
用
意
い
た
だ
く
場
合

が
ご
ざ
い
ま
す
。

● 

申
込
先
＝
九
州
労
働
金
庫
日
南

支
店
☎
23

－

３
１
９
１

● 

問
い
合
わ
せ
先
＝
学
校
政
策
課 

教
育
総
務
係
☎
内
線
３
７
５

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

市
税
減
免
措
置
の
お
知
ら
せ

　

次
に
該
当
す
る
方
は
市
税
が
減

免
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
減
免
を

受
け
る
に
は
、納
期
限
７
日
前（
軽

自
動
車
税
は
納
期
限
）
ま
で
に
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

● 

市
民
税
＝
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
方
、
所
得
が
皆
無
と
な
り

生
活
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た

方
、
学
生
お
よ
び
生
徒

● 

固
定
資
産
税
＝
生
活
保
護
を
受

け
て
い
る
方
、
公
益
の
た
め
に

使
用
す
る
固
定
資
産
（
有
料
で

使
用
す
る
も
の
を
除
く
）、
そ

の
他
特
別
の
事
由
の
あ
る
方

● 

軽
自
動
車
税
＝
公
益
の
た
め
に

使
用
す
る
軽
自
動
車
、
生
活
保

護
を
受
け
て
い
る
方
の
原
動
機

付
自
転
車
、
身
体
や
精
神
に
障

が
い
を
有
し
、
歩
行
が
困
難
な

方
が
使
用
す
る
軽
自
動
車
、
そ

の
他
構
造
が
身
体
障
が
い
者
利

用
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
軽
自

動
車
、
療
育
手
帳
Ａ
判
定
、
Ｂ

１
・
Ｂ
２
判
定
の
方
で
、
特
別

支
援
学
校
の
通
学
に
使
用
さ
れ

る
軽
自
動
車

● 

市
税
の
災
害
減
免
・
減
額
措
置

　

被
災
の
程
度
に
よ
り
納
期
未
到

来
分
の
税
の
減
免
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
被
災
後
30
日

以
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
し
た
既
存
住
宅
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
翌
年
度
分
税
額
の
３

分
の
１
（
１
０
０
㎡
分
）
を
限
度

と
す
る
減
額
措
置
が
あ
り
ま
す
。

対
象
は
「
65
歳
以
上
の
方
」「
要
介

護
・
要
支
援
認
定
者
」「
障
が
い

者
」
が
使
用
す
る
住
宅
で
自
己
負

担
改
修
費
30
万
円
以
上
が
対
象
で

事
業
内
容
を
示
す
書
類
、
写
真
な

ど
を
添
付
し
申
告
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
昭
和
57
年
１
月
１
日
以

前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
で
耐
震
基

準
に
適
合
さ
せ
る
改
修
工
事
（
50 

万
円
以
上
）
を
施
行
し
た
場
合
、

２
分
の
１
（
１
２
０
㎡
分
）
の
減

額
措
置
が
あ
り
ま
す
。
適
合
基
準

の
証
明
書
な
ど
を
添
付
し
申
告
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
の
他
、
省
エ
ネ
改
修
に
伴
う

減
額
措
置
、
認
定
長
期
優
良
住
宅

に
対
す
る
減
額
措
置
が
あ
り
ま
す
。
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